
東北農政局田沢二期農業水利事業所交渉 

（全農林労働組合秋田分会） 

 

議 事 要 旨 

 

１．開催日時：令和６年１２月１２日（木）１７：２０～１７：５５（３５分） 

２．場  所：東北農政局田沢二期農業水利事業所 会議室 

３．出 席 者： 

    東北農政局田沢二期農業水利事業所 中村  出  所長 

          同    新関  香  庶務課長 

    全農林労働組合秋田分会   伊藤  正  委員長 

          同    加藤 久信  書記長 

          同             白石 ますみ 執行委員 

４．議  題：労働諸条件の改善について ほか 

（全農林労働組合秋田分会提出 別添「要求書」） 

５．議事概要： 

（庶務課長） 

本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉の段階で

取り決めた事項を報告します。 

全農林秋田分会から提出された要求事項のうち「農林水産省における新たな労使関係

の構築に関する基本方針」のⅡの１の（３）に定められた要件を満たし、交渉の対象と

する事項は、要求書の記のⅠの１のうち「職場における厳格な勤務時間管理を実施し、」

を除く部分、Ⅰの２のうち「超過勤務の上限規制を完全に遵守するとともに、」及び「ま

た、超過勤務手当について全額支給すること。」を除く部分、Ⅰの３、Ⅰの４、Ⅰの５

のうち「及び相談員制度の機能化」を除く部分、Ⅰの６、Ⅰの７、Ⅰの８のうち「職員

に対し、障害者に対する理解を促進するための研修等を実施し、」を除く部分、Ⅰの９、

Ⅱ及びⅢとし、その他の事項については管理運営事項等に該当することから要望事項と

して整理しておりますので、これを前提に交渉を始めます。 

 

（委員長） 

本日は、交渉の場を設けていただき感謝申し上げます。 

交渉にあたり、要求の趣旨について私から説明いたします。 

国営事業所で働く組合員は、農林水産省の政策を具現化するため、日々懸命に働いて

おります。農地の大区画化、農業水利施設の適切な更新・長寿命化など農業農村整備事

業の着実な遂行、また、震災、自然災害などからの復旧・復興に向け取り組んでいると

ころです。 



しかし、農業農村整備事業の予算・事業に対し、必要な人員が配置されていないこと

に起因し、超過勤務の常態化など厳しい職場実態が続いていると認識しています。事業

を円滑に推進していくためには、組合員の労働条件を維持・改善することが喫緊の課題

であり、早急に改善を図ることが必要であると考えています。 

所長におかれましては、組合員の雇用・労働条件を維持・改善し、国民の期待に応え

る農林水産行政の円滑な推進を図るため、要求事項の現実に向けて最善を尽くすよう要

求します。 

それでは、要求事項の詳細について、書記長から説明します。 

 

（書記長） 

労働組合として、秋田分会組合員の労働実態を把握するため本年５月にアンケート調

査を実施しました。また、働き方改革からテレワークの実施もあり、通年的に労働実態

を点検し、その内容を「要求書」に取りまとめました。まず１点目は「労働諸条件の改

善について」です。 

超過勤務については、アンケート結果によると、超過勤務が最も多かったのは、４月

７６時間でした。（昨年の同調査では４５時間））この時間数は事業所閉鎖を迎える関係

もあって増加しているのではないでしょうか。 

超過勤務縮減に向けた当局からの回答では、「超過勤務は健康管理、仕事と家庭の両

立のためにも重要という認識した上で、そうであっても限られた人員での業務のため超

勤は避けて通れない。」とし、「管理職には超勤の事前命令の徹底、業務遂行状況把握し

業務の効率化・平準化を指示し、職員にも計画的、効率的業務遂行をお願いしている。」

としています。 

そうすれば、いよいよ今年度で閉鎖を迎える田沢二期の職場は、閉鎖に向けどのよう

な超勤縮減対策を取られ、各管理者からの報告を受けての評価結果と、具体的な超勤実

績を含めお答えください。 

特に、まふ改革のトリセツ「わたしの仕事の流儀」での仕事の進め方では、仕事の経

験者、同僚との相談、アドバイスの重要性や、柔軟な働き方を進めるための「仕事をフ

ォローし合う組織、雰囲気づくりの大切さ」が話されています。 

全組合員、頭では理解できていると思いますが、現実的には限られた人員、個々の事

情が職場の仲間で共感しあえる間柄に成熟しているのか、他者の業務のことを気に掛け

る関係性になれてないと言われています。そのためにどのような取り組みをされている

のかを教えてください。 

 

５のセクハラ・パワハラについては、現在、田沢二期の職場にはないと聞いています

が、１２月４日～１０日は「ハラスメント防止週間」にもなっていました。 

ハラスメントは、職員に精神的、身体的な苦痛を与え、職員の人格や尊厳を害し、職



場環境も悪くします。業務の指示や指導としてもその態様が適切でなければハラスメン

トになり得ます。受け手がハラスメントと感じないよう、しっかりと組合員の声を聞い

て適切な対応をとるようお願いします。 

 

６の諸休暇の取得については、年休、夏季休暇、育児・介護休暇が希望どおり取得で

きたかの問いに対し、田沢二期ではない他の職場において「年休が希望どおり取得でき

なかった」との声があり、業務都合等での自己犠牲が明らかになっております。 

何らかの事情で各種休暇を取得したい場合、仕事や職責を考えるのは当たり前かもし

れませんが、私的事情を何でも話せる、受け止める職場環境が大切です。いつでも職員

が気兼ねなく申請できるリーダーシップをお願いします。 

 

７のワークライフバランスの確保については、育児や介護を負う職員は、忙しい仕事

を担いながらもその職責で我慢するケースが多々ありますが、そのことについて全否定

するつもりはありませんが、そうした事情や思いを話しやすい職場環境であって欲しい

と思います。 

働き方改革もあり、テレワークの活用も進んでおります。フレックスタイム、育児休

暇、介護休暇、年休を駆使しながら、計画的・効率的業務遂行と意識改革をお願いしま

す。 

 

８の障害者雇用については、田沢二期農水事業所には配置されていないと聞いており

ますが、是非とも障害者に寄り添った職場環境の整備をお願いします。 

 

９の明るく働き甲斐のある民主的な職場の確立については、良い仕事をするうえで大

切な事なので、引き続き日頃のコミュニケーションを大切に、風通しの良い職場作りを

お願いします。 

 

Ⅱの福利厚生施策の充実については、職員が仕事上で心の病になることは決してあっ

てはならないことです。業務調整を含めて管理職が日頃から気を配り、何でも相談出来

る職場環境作りをお願いします。 

 

Ⅲの人事評価については、本来の目的は人材育成と能力開発であり、それが組織力、

ひいては行政サービスの向上につながるものであります。評価者、被評価者でトラブル

のない指導、助言、コミュニケーションを大切に行っていただきたいと思います。 

 

（所長） 

秋田分会の皆様には、国家公務員や農林水産省を取り巻く環境が厳しい中、日頃から



農林水産行政の推進にご尽力いただきありがとうございます。 

要求事項のうち、先ほど確認した交渉対象事項に関するものについて、順次回答いた

します。 

 

Ⅰの「労働諸条件の改善について」のうち超過勤務の縮減についてです。 

先ず超勤に対する基本認識といたしましては、職員の健康管理、仕事と家庭の両立の

ためにも、長時間にわたる超過勤務を防止することは重要であると認識しております。 

特に今年度は事業完了年度であり、業務や工事の発注件数は少ない一方、締めくくり

のための業務を限られた人員で行う必要性から、超過勤務の議論は避けて通ることので

きないものであると認識しております。 

そのため、当事業所では、各管理職に対して、超過勤務の事前命令を徹底した上で、

部下の業務遂行状況を把握し、必要に応じて業務の効率化、業務分担の見直し等を行い、

超過勤務の縮減、業務の平準化を図るよう指示しています。 

併せて、職員に対しても、計画を立てて効率よく業務を進め、超過勤務を縮減できる

ようにお願いしているところです。そのほかにも、現場技術員の配置や臨時職員の雇用

のほか、事業完了までの業務を計画的に進めるため、事業完了までに必要な作業とスケ

ジュールを盛り込んだロードマップを作成し、職員と共有する等の取り組みを行ってい

るところです。 

超勤の実績につきましては、年度毎の業務・工事の発注件数や職員数は異なりますが、

年度別の超過勤務の一人あたりの月平均時間数は、令和４年度は１３時間、令和５年度

は１１時間、令和６年度は１１月までで３時間と毎年減少しているところです。 

また、超勤実績に関連して、書記長のお話しの中で、本年５月のアンケート結果で超

勤時間の最大値が前年の最大値より増加しているのは、事業所の閉鎖が関係しているの

ではないかとのご質問がございました。当方で令和５年度の各職員の超勤実績を確認し

たところ、書記長の話しのとおり、月毎の超過勤務実績の最大値は４月の７６時間（本

人の人事異動及び年度末・年度始めの会計経理の業務繁忙期）でした。同様に令和４年

度の実績を調べますと１月の４１時間（担当工事・業務の変更作業、翌年度早期発注に

係る積算作業等）が最大値でした。従いまして、この数字だけの比較ではご指摘どおり

増加となりますが、それぞれが別の職員であること、業務内容も経理関係と工事関係と

大きく異なること、発生した時期も異なること、これらを総合的に考慮すると、事業所

閉鎖が理由とした増加とは言えないのが当方の判断です。 

いずれにせよ、超勤につきましては、引き続き超過勤務上限の原則である月４５時間

及び年３６０時間以内を目安とするのではなく、超過勤務の縮減に向けて今後も必要な

措置を継続して講じて参ります。 

それから、書記長のお話しの中で、仕事の流儀で記載した、「フォローしあう組織や

雰囲気づくり」に関して、どのような取り組みをしているのかという質問がございまし



た。 

まずこのことを記載した趣旨としては、公務員の仕事は、必ず２～３年毎に異動が伴

うので、職種にもよりますが、経験の少ない業務や苦手な業務に就くことがあり、特に

着任当初は、周りのフォローがないと、仕事がうまく回らなかったり、自分の負担を減

らすことができない場合が多々あります。そのため、誰もがフォローを必要とする立場

になり得るという認識を各職員がもった上で、フォローの依頼があった場合や外から見

ていて明らかにフォローが必要と思われる場合は、可能な範囲でフォローしあえる組織

になればよいと思い記載しました。 

また、同時にそのような組織は、職員間のコミュケーションや意見交換、情報共有の

活性化が図られることから、新たな課題の発見や早期の対応も可能となり、超勤縮減に

もつながると考えています。ただ実際は、ご指摘のとおり現実的にはうまくいかない面

はあると思うので、少しでもそのような組織に近づけるよう、所内会議や管理職会議等

の場で呼び掛け等を行っているところです。 

 

次に、１１時間の勤務間インターバルについては、令和６年４月から公務職場にも１

１時間の勤務間インターバルの確保の努力義務が導入されました。超過勤務の縮減の取

り組みと同様に業務や勤務の状況に目を配り、健康維持の観点からも職員の勤務間イン

ターバルを確保できるよう努めて参ります。 

 

次に、セクシュアルハラスメント及びパワ－ハラスメントについては、職場の人間関

係、円滑な業務遂行等、職場環境に重大な影響を与える問題と認識しております。 

事業所としては、ハラスメント防止に関するポスタ－等の掲示、研修教材を活用しハ

ラスメントに関する職員の認識を深め、その防止に努めているところです。 

今後も、各種ハラスメントの防止に取り組み、良好な職場環境の構築に努めてまいり

ます。 

 

次に、年次休暇、夏季休暇の取得については、職員の健康保持、心身のリフレッシュ、

ひいては業務の効率化のためにも重要であると認識しております。 

日頃から年間休暇計画表を活用し計画的な年次休暇の取得を促すとともに、ゴールデ

ンウィーク、夏季休暇取得期間、年末年始には、各管理職が課内の業務調整を行うなど、

長期休暇を取得しやすい職場環境の整備に努めております。 

 

次に、ワ－クライフバランスの確保、育児休業等の取得については、職員により良い

仕事をしてもらうためには仕事と家庭の両立が重要であり、この支援として有効な制度

であると認識しております。 

そのため、職員の生活実態に則した休暇制度等の活用を周知し、職員が育児休業等を



取得しやすい環境となるよう、管理職と職員が日常的にコミュニケ－ションをとる良好

な職場環境の確立に努めております。 

 

次に、障害者雇用については、雇用された障害者の方が働き続けられるよう、フォロ

ー体制をはじめとするソフト面の環境を整備することは必要と認識しております。現状、

雇用実績はありませんが職員の理解促進に努めてまいります。 

 

次に、管理職と職員とのコミュニケーションを大切にし、明るく働きがいのある職場

の確立については、先ほどのフォローしあう組織や雰囲気づくりにも関連しますが、日

常的な指導・助言等を含めコミュニケーションを持つことは、所内の意識の共有や業務

改善につながるほか、職場の実情を把握するための基礎的な手段と認識しております。 

今後とも、日常のコミュニケーションを奨励し、何でも相談できる風通しの良い職場

環境の維持に努めてまいります。 

 

次に、Ⅱの「福利厚生施策の充実について」は、職員の健康管理において重要である

と認識し、メンタルヘルスへの対策については、「農林水産省職員の心の健康づくりの

ための指針」を基本として取り組んでいるところです。 

横手市の内科医に健康管理医をお願いし、職員からの健康相談に対応できる環境を整

えております。 

また、各管理職には、職員の超過勤務の状況、休暇の取得状況を把握し、精神面を含

めた職員の健康状態に気を配るよう指示するとともに、定期健康診断等により検査を確

実に受診してもらいながら病の早期発見に努めております。 

 

最後に、Ⅲの「人事評価制度について」は、評価結果が人事・給与等の処遇に活用さ

れることを認識した上で、期首・期末面談を丁寧に行うよう心がけています。また、業

務目標等への助言・指導を行い、職員の能力開発に繋がるように意識をして努めている

ところです。 

業務の打合せ等で職員と話す機会は多々ありますが、期首・期末面談も職員個々の業

務に対する取り組みについて直接コミュニケ－ションを取る良い機会であると考えて

おり、今後も丁寧な対応に努めてまいります。 

 

以上が要求書に対する回答です。 

 

（委員長） 

 所長から分会の要求については趣旨も含めてご理解いただいた内容の回答がありま

した。所長をはじめ管理職員の皆様にご理解いただきながら、引き続き改善をよろしく



お願いします。 

 

（庶務課長） 

 以上で交渉を終了します。 

 






